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国
際
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融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
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に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規

制
の
態
様―

ソ
フ
ト
な
合
意
に
よ
る
要
請
と
市
場
規
律
に
よ
る
遵
守
圧
力

─
坂 

 

巻 
 

秀 

二 

朗

1　

は
じ
め
に

2　

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
法
的
特
徴

 

（
1
）
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
登
場

 

（
2
）
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
定
義
と
構
造

 

（
3
）
国
際
金
融
基
準
の
法
的
性
質
と
最
適
な
ル
ー
ル
の
適
用

 

（
4
）
国
際
金
融
基
準
の
遵
守
の
あ
り
方

 

（
5
）
市
場
規
律
に
よ
る
遵
守
促
進

3　

金
融
の
安
定
の
価
値
と
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
基
準

 

（
1
）
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
基
準
設
定
の
経
緯

 

（
2
）
現
代
の
通
貨
主
権
の
性
質
と
そ
の
行
使
の
あ
り
方

 

（
3
）
通
貨
主
権
の
現
代
的
価
値

 

（
4
）
コ
ー
ド
の
遵
守
促
進
の
取
組
み
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4　

中
央
銀
行
に
よ
る
コ
ー
ド
の
実
行

 

（
1
）
政
治
的
透
明
性
（
独
立
性
）
と
政
策
・
デ
ー
タ
の
透
明
性
確
保

 
（
2
）
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

5　

お
わ
り
に

1 
は
じ
め
に

現
在
、
市
場
統
合
や
規
制
緩
和
な
ど
に
よ
っ
て
国
際
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
深
化
し
続
け
て
い
る
。
二
〇
〇
七
年
に
米
国
の
住
宅
バ
ブ
ル
が
崩
壊
し

住
宅
価
格
が
下
落
し
、
そ
れ
に
伴
い
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
層
向
け
ロ
ー
ン
を
証
券
化
し
た
住
宅
ロ
ー
ン
担
保
債
権
（
Ｍ
Ｂ
Ｓ
）
等
が
暴
落
し
た
。
Ｍ
Ｂ
Ｓ
は
、

債
務
担
保
証
券
と
し
て
金
融
商
品
化
さ
れ
、
高
利
回
り
債
と
し
て
全
世
界
に
販
売
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
証
券
を
多
く
保
有
し
て
い
た
リ
ー
マ
ン
・
ブ

ラ
ザ
ー
ズ
は
、
多
額
の
損
失
を
抱
え
破
綻
し
、
ま
た
、
メ
リ
ル
リ
ン
チ
、
シ
テ
ィ
グ
ル
ー
プ
、
モ
ル
ガ
ン
ス
タ
ン
レ
ー
と
い
っ
た
投
資
銀
行
に
も
信
用
不

安
が
波
及
し
、
同
時
に
欧
州
の
金
融
機
関
も
同
様
の
信
用
不
安
に
陥
っ
た
。
米
国
を
始
め
各
国
政
府
は
、
公
的
資
金
投
入
に
よ
り
債
権
買
取
な
ど
の
措
置

に
踏
み
出
し
た
が
効
果
は
な
く
、
信
用
収
縮
を
引
き
起
こ
し
金
融
市
場
も
暴
落
し
た
。
こ
れ
が
二
〇
〇
八
年
の
世
界
金
融
危
機
で
あ
る
。
そ
の
後
、
Ｆ
Ｒ

Ｂ
が
（
危
機
を
脱
す
る
た
め
に
取
っ
た
政
策
で
あ
る
）
量
的
緩
和
政
策
を
解
除
す
る
の
に
九
年
の
歳
月
を
要
し
た
。

金
融
危
機
の
拡
大
は
、
金
融
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
が
背
景
の
一
つ
に
あ
る
。
そ
の
た
め
国
際
社
会
は
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
金
融
危
機
に
国
境

を
越
え
て
対
応
す
る
よ
う
様
々
な
努
力
を
重
ね
て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代
後
半
か
ら
、
政
府
高
官
の
発
言
や
Ｉ
Ｍ
Ｆ
フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
等
で
「
国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
（International Financial 

A
rchitecture, 

Ｉ
Ｆ
Ａ
）」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
始
め
る
。
こ
れ
は
、
国
際
金
融
に
関
わ
る
様
々
な
国
家
・
国
際
組
織
・
専
門
家
・
民
間
団
体
、
及

び
ル
ー
ル
・
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
な
ど
を
相
互
に
連
関
さ
せ
た
国
際
金
融
安
定
の
た
め
の
協
力
の
枠
組
み
を
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
金
融
政
策
監

視
、
銀
行
・
保
険
監
督
、
マ
ネ
ー
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
等
の
様
々
な
分
野
を
包
含
し
て
い
る
。
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一
九

中
央
銀
行
の
金
融
政
策
は
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の
中
核
で
あ
り
、
金
利
や
通
貨
の
供
給
量
を
決
め
物
価
を
調
節
し
、
国
の
経
済
活
動
と
密
接
に
関
係
し
て

い
る
。
金
融
政
策
は
、
そ
の
国
の
（
場
合
に
よ
っ
て
は
国
を
超
え
た
）
金
融
環
境
に
大
き
な
影
響
を
与
え
う
る
極
め
て
重
要
な
分
野
で
あ
る
。
し
か
し
、

世
界
金
融
危
機
以
降
、
他
の
様
々
な
金
融
分
野
で
の
研
究
は
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
て
い
る
が
、
金
融
政
策
に
焦
点
を
当
て
た
国
際
法
・
国
際
経
済
法
の
研

究
は
多
く
な
い
。

ま
た
金
融
政
策
は
、
国
家
機
関
で
あ
る
中
央
銀
行
が
決
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
国
際
法
の
規
律
を
考
え
る
場
合
、
国
家
主
権
の
一
部
で

あ
る“Ius cudendae m

onetae”

の
問
題
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
、
本
稿
の
着
目
点
は
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
、
金
融
政
策
は
ど
の
よ
う
に
規
律
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
も
そ
も
国
際

的
な
ル
ー
ル
は
存
在
す
る
の
か
。
ル
ー
ル
が
存
在
す
る
場
合
、
国
家
主
権
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か
。
そ
し
て
金
融
政
策
に
関
す
る
ル
ー
ル
の

遵
守
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
実
施
さ
れ
て
い
る
の
か
、
以
下
検
討
す
る
。

2　

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
の
法
的
特
徴

（
1
）
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
登
場

Ｉ
Ｆ
Ａ
と
い
う
言
葉
が
世
に
出
た
の
は
、
一
九
九
八
年
に
ル
ー
ビ
ン
米
財
務
長
官
が
「
新
し
い
国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
が
必
要
だ
」
と
発
言
し

た
の
が
初
め
と
さ
れ
る）
1
（

。
二
〇
〇
〇
年
七
月
八
日
の
九
州
・
沖
縄
サ
ミ
ッ
ト
財
務
相
・
蔵
相
会
合
に
お
け
る
報
告
や
、
二
〇
〇
一
年
の
Ｉ
Ｍ
Ｆ
フ
ァ
ク
ト

シ
ー
ト）
2
（

で
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
七
年
に
ア
ジ
ア
で
端
を
発
し
た
金
融
危
機
以
降
、
国
際
社
会
は
、
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
を
安
定
さ
せ
る
た

め
の
新
た
な
仕
組
み
作
り
に
本
格
的
に
取
組
み
始
め
た
。
九
〇
年
代
は
、
一
九
九
四
年
─
一
九
九
五
年
メ
キ
シ
コ
通
貨
危
機
、
一
九
九
七
年
の
ア
ジ
ア
通

貨
危
機
、
一
九
九
七
年
─
一
九
九
八
年
ロ
シ
ア
金
融
危
機
と
国
際
金
融
の
混
乱
が
続
い
た
時
期
で
も
あ
っ
た
（
以
下
、「
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
」

と
総
称
）。
Ｉ
Ｆ
Ａ
と
い
う
言
葉
は
、
こ
れ
ら
金
融
危
機
に
対
応
す
る
た
め
の
国
際
協
力
の
枠
組
み
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

三
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九

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）
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（
2
）
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
定
義
と
構
造

Ｉ
Ｆ
Ａ
と
は
、「
国
際
金
融
に
関
す
る
関
係
・
制
度
、
主
体
・
機
関
を
規
律
す
る
ル
ー
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
そ
の
他
の
取
極
め
を
包
含
す
る
も
の
で

あ
り
、
こ
れ
ら
の
ル
ー
ル
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
取
極
め
は
、
国
際
金
融
に
関
す
る
関
係
・
制
度
・
主
体
・
機
関
を
通
し
て
発
展
し
、
監
視
さ
れ
、
実
施
さ

れ
る
も
の）
3
（

」
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
具
体
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
は
以
下
の
四
つ
の
要
素
が
含
ま
れ
る
。

1　

シ
ス
テ
ミ
ッ
ク
な
国
際
金
融
危
機
を
予
防
・
緩
和
さ
せ
る
た
め
の
国
際
金
融
基
準
（International Financial Standards, 

Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
）

2　

Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
を
発
展
さ
せ
、
そ
の
実
施
を
確
保
す
る
た
め
の
政
府
間
、
非
政
府
間
、
中
間
的
な
国
際
金
融
組
織

3　

国
際
金
融
危
機
を
収
束
さ
せ
る
責
任
を
負
っ
て
い
る
ア
ク
タ
ー
及
び
手
段

4　

金
融
市
場
の
統
合
や
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
の
手
段
と
Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
）
4
（

Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
け
る
共
通
の
目
標
は
、「
国
際
金
融
の
安
定
」）
5
（

で
あ
り
、
こ
の
目
標
に
向
か
っ
て
各
主
体
が
行
動
し
て
い
る
。
意
思
決
定
主
体
は
、

二
〇
〇
八
年
ま
で
Ｇ
7
で
あ
っ
た
。
Ｇ
7
は
共
通
の
価
値
と
原
則
を
持
つ
少
数
の
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
た
め
、
密
度
の
高
い
意
思
疎
通
を
維
持
で
き
た
。
そ

の
た
め
、
機
動
的
に
協
調
行
動
を
取
る
こ
と
も
で
き
、
東
日
本
大
震
災
直
後
の
円
相
場
急
騰
に
対
し
協
調
介
入
を
迅
速
に
決
定
し
、
ブ
レ
グ
ジ
ッ
ト
問
題

で
は
、
英
国
Ｅ
Ｕ
離
脱
発
表
お
よ
び
国
民
投
票
の
結
果
が
判
明
し
た
数
時
間
後
に
は
、
Ｇ
7
財
務
大
臣
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
に
お
い
て
、
声
明
を
発
表

し
市
場
の
動
揺
の
鎮
静
化
に
対
応
し
た
。

し
か
し
、
二
〇
〇
八
年
九
月
に
起
き
た
世
界
金
融
危
機
に
対
応
す
る
た
め
に
、
新
興
国
を
含
む
Ｇ
7
の
枠
を
超
え
た
首
脳
レ
ベ
ル
会
合
と
し
て
、
同
年

一
一
月
ワ
シ
ン
ト
ン
に
て
Ｇ
20
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
リ
ー
マ
ン
シ
ョ
ッ
ク
は
米
国
起
源
で
あ
る
が
、
世
界
金
融
危
機
と
し
て
全
世
界
に
影
響
が
波

及
す
る
と
、
金
融
市
場
・
資
本
基
盤
が
脆
弱
な
新
興
国
が
そ
の
影
響
を
大
き
く
受
け
た
。
そ
の
た
め
、
Ｇ
7
よ
り
も
幅
広
く
金
融
を
議
論
す
る
場
が
必
要

と
な
り
、
こ
れ
以
降
、
Ｇ
20
が
国
際
金
融
協
力
に
関
す
る
「
第
一
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
」
と
な
っ
て
い
く）
（
（

。

Ｉ
Ｆ
Ａ
の
構
造
は
、
ま
ず 

Ｇ
20
が
国
際
金
融
の
安
定
の
目
的
に
向
け
て
、
そ
の
方
向
性
、
作
業
計
画
、
優
先
順
位
等
を
決
定
し
そ
の
指
示
が
、
各
基

準
設
定
主
体
に
伝
達
さ
れ
る
。
次
に
、
各
基
準
設
定
主
体
の
作
業
を
調
整
し
、
金
融
安
定
に
係
る
国
際
的
な
課
題
を
議
論
す
る
の
が
金
融
安
定
化
フ
ォ
ー

三
二
〇
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ラ
ム
（
Ｆ
Ｓ
Ｆ
、
二
〇
〇
八
年
に
金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
と
改
組
）
で
、
各

基
準
設
定
主
体
の
工
程
を
管
理
す
る
。
具
体
的
な
規
制
改
革
の
検
討
や
Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
の

策
定
の
作
業
は
、
基
準
設
定
主
体
（
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
下
に
は
一
四
〇
も
の
作
業
部

会
が
あ
る
）
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る）
（
（

。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
作
業
は
、
金
融
規
制
改
革
の

実
施
と
影
響
に
関
す
る
Ｇ
20
へ
の
年
次
報
告
に
よ
っ
て
吸
い
上
げ
ら
れ
、
そ
の
後
、

各
国
内
で
実
施
が
試
み
ら
れ
る
。
各
国
内
の
実
施
に
つ
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
サ
ー
ベ
イ

ラ
ン
ス
や
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
を
通
し
て
基
準
の
遵
守
の
状
況
を
監
視
す
る
役
割
も
担
う
。
こ

の
よ
う
に
国
際
金
融
に
関
す
る
ル
ー
ル
は
、
複
雑
に
各
主
体
が
関
わ
り
あ
っ
て
累
積

的
に
形
成
さ
れ
る
【
図
1
】。

Ｉ
Ｆ
Ａ
の
共
通
の
目
的
は
国
際
金
融
の
安
定
で
あ
る
が
、
で
は
「
金
融
の
安
定
し

た
状
態
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
金
融
機
能
（
金
融
シ
ス
テ
ム
）
が
正
常
に
機
能
し
て

い
る
状
態
の
こ
と
を
指
し
て
お
り）
（
（

、
逆
に
「
金
融
の
安
定
し
て
い
な
い
状
態
」
と
は
、

金
融
機
能
の
不
安
定
化
で
あ
り
、
例
え
ば
、
通
貨
暴
騰
暴
落
や
金
融
機
関
の
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
に
よ
り
金
融
仲
介
機
能
が
影
響
を
受
け
、
銀
行
の
貸
出
が
滞
っ
た
り
、
破

綻
し
た
り
す
る
こ
と
で
金
融
シ
ス
テ
ム
が
「
不
安
定
」
な
状
態
と
な
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
不
安
定
」
な
状
態
を
生
み
出
さ
な
い
よ
う
予
め
対
策
を
立
て
る
と
い

う
こ
と
が
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
基
本
的
な
取
組
み
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
の
取
組
み
は
、
い
つ

発
生
す
る
か
わ
か
ら
な
い
危
機
に
対
す
る
「
予
防
」
に
中
心
が
置
か
れ
て
お
り
、
危

機
が
実
際
に
発
生
し
た
後
に
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
処
理
す
る
か
と
い
う
点
は
、
危

三
二
一

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）

【図 1】（8）

G-20
（19 ヵ国＋ EU）

全般的な政治的な指針を出す

IMF
国際機関（192 ヵ国）

ROSC、FSAP、第 4 条といっ
た国際金融基準（IFS）の実行

NATIONAL
JURISDICTIONS

（各国内）

国内規制において IFS の組み入れ

FSB
（金融安定理事会）

G20 が創設した国際的な組織で、
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機
発
生
後
に
対
処
す
る
課
題
と
な
る
。

（
3
）
国
際
金
融
基
準
の
法
的
性
質
と
最
適
な
ル
ー
ル
の
適
用

ま
ず
、
Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
や
そ
の
策
定
作
業
に
共
通
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
国
際
金
融
の
安
定
と
い
う
価
値
を
達
成
す
る
目
的
で
あ
る）
（1
（

。
Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
は
、

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
手
続
で
の
ソ
フ
ト
な
合
意
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
な
合
意
は
、
実
施
の
法
的
拘
束
力
が
な
い
た
め
に
、
実
施
す
る
か
し
な
い
か

は
各
国
し
だ
い
で
あ
り
、
自
国
に
と
っ
て
不
利
益
で
あ
れ
ば
実
施
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
現
在
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
国
際
金
融
の
安
定
の
取
組
み
が
無

秩
序
な
状
態
で
あ
る
か
と
い
え
ば
、
一
定
の
秩
序
を
保
持
し
、
多
く
の
点
で
国
際
社
会
で
支
持
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
な
合
意
の
形
成
の
「
源
」
と
な
る
も
の
と
し
て
、
第
一
に
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
が
あ
る）
（（
（

。
こ
れ
は
各
国
の
様
々
な
慣
行
や
私
人
の

慣
行
等
の
最
小
共
通
部
分
で
あ
り
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
の
各
主
体
に
よ
っ
て
「
行
動
規
範
」
と
し
て
策
定
さ
れ
、
周
知
さ
れ
る
。
行
動
規
範
と
し
て
示
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
規
範
的
意
義
を
持
つ
よ
う
に
な
る）
（1
（

。
こ
の
行
動
規
範
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
を
支
え
る
一
つ
で
あ
り
本
稿
で
検
討
す
る
金
融
政
策
の
透
明
性
の
た
め
の

Ｉ
Ｍ
Ｆ
策
定
に
よ
る
コ
ー
ド
も
同
様
で
あ
る
。

こ
こ
で
規
範
と
は
、
ル
ー
ル
に
表
現
さ
れ
た
、
従
う
べ
き
で
あ
る
義
務
を
伴
っ
た
行
為
の
指
示
と
定
義
す
る）
（1
（

。
条
約
は
そ
れ
を
批
准
し
た
国
家
に
対
し

て
法
的
拘
束
力
の
あ
る
ル
ー
ル
と
な
り
、
当
事
国
を
拘
束
し
誠
実
に
履
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
規
範
的
と
い
え
る
。
し
か
し
、
法

的
拘
束
力
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
の
点
だ
け
で
、
規
範
的
な
の
か
否
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
規
範
の
義
務
を
遵
守
誘
導
さ
せ
る
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
法
的
拘
束
力
を
持
た
な
い
合
意
で
も
、
義
務
遵
守
を
誘
導
さ
せ
る
と
い
う
力
が
働
い
て
い
る
状
態
が
あ
る
場
合
は
規
範
的
で
あ
る
と

い
え
る
。
本
稿
に
い
う
ソ
フ
ト
な
合
意
に
お
い
て
も
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
け
る
議
論
や
適
用
の
過
程
に
お
い
て
、
合
意
者
に
対
し
て
そ
の
義
務
に
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
力
が
働
き
そ
の
状
態
と
な
る
に
つ
れ
、
そ
れ
は
規
範
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

第
二
に
、
規
制
当
局
の
報
告
書
・
デ
ー
タ
の
蓄
積
で
あ
る
。
規
制
当
局
は
、
自
国
の
金
融
状
況
等
を
分
析
し
、
デ
ー
タ
収
集
を
行
い
見
通
し
な
ど
を
公

表
す
る
。
公
表
後
に
他
国
の
当
局
が
手
段
や
内
容
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
、
そ
の
範
囲
で
暗
黙
の
合
意
を
し
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
報
告
書
等
を
公

表
す
る
こ
と
で
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
価
値
や
手
続
・
内
容
に
反
す
る
行
動
を
取
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
と
い
う
意
味
で
規
範
的
な
意
義
が
あ
る）
（1
（

。

三
二
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Ｉ
Ｆ
Ｓ
ｓ
は
、
策
定
以
前
に
慣
行
や
当
局
間
の
行
動
か
ら
核
と
な
る
部
分
が
形
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
「
源
」
と
し
て
、
基
準
策
定
主
体
が
基
準
策
定
の

作
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
策
定
さ
れ
る
基
準
は
、
条
約
な
ど
の
形
式
に
よ
ら
な
い
ソ
フ
ト
な
性
質
で
あ
り
、
様
々
な
Ｉ
Ｆ
Ｓ

ｓ
が
金
融
各
分
野
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
「
ソ
フ
ト
」
な
合
意
に
つ
い
て
、
法
形
式
的
側
面
だ
け
を
見
て
ソ
フ
ト
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
正
し
い
が
、
規
範
に
示
さ
れ
た
義
務
の
内
容
が
ど

れ
だ
け
具
体
的
な
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
明
確
に
義
務
が
指
示
さ
れ
て
い
る
も
の
が
ソ
フ
ト
（
ロ
ー
）
な
の
か
と
い
う
点

は
疑
問
で
あ
る
。

例
え
ば
、
本
稿
で
扱
う
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
基
準
を
含
め
Ｉ
Ｆ
Ａ
で
策
定
さ
れ
る
国
際
基
準
の
多
く
は
、
専
門
家
等
が
策
定
し
た
も
の
で
国
家
間

で
合
意
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
法
形
式
的
に
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、（
以
下
で
検
討
す
る
が
）
そ
の
内
容
は
詳
細
に
示

さ
れ
て
具
体
的
で
あ
り
、
条
約
で
あ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
四
条
よ
り
も
規
範
的
で
あ
り
、
規
範
的
効
果
は
「
ハ
ー
ド
」
で
あ
る
と
い
え
る
。

Ｉ
Ｆ
Ａ
を
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、法
形
式
的
側
面
だ
け
に
着
目
し
た
ハ
ー
ド
ロ
ー
と
ソ
フ
ト
ロ
ー
の
区
分
と
い
う
も
の
は
効
果
的
で
は
な
い
。「
ハ
ー

ド
ロ
ー
」
と
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
は
、
そ
の
二
つ
が
一
つ
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
の
中
で
最
適
な
効
果
を
発
揮
で
き
る
よ
う
機
能
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る）
（1
（

。
経
済
的

利
益
に
関
わ
っ
て
い
る
当
該
分
野
に
お
い
て
は
、
最
適
の
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
が
何
か
と
い
う
点
か
ら
規
範
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。

「
ハ
ー
ド
ロ
ー
」
と
「
ソ
フ
ト
ロ
ー
」
を
一
つ
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
と
し
て
捉
え
る
意
義
は
、
こ
の
二
つ
の
ロ
ー
が
別
個
に
区
分
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

Ｉ
Ｆ
Ａ
と
い
う
同
じ
枠
組
み
の
中
で
並
列
に
連
続
し
て
（
ス
ペ
ク
ト
ル
し
て
）
目
的
に
向
か
っ
て
作
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
視
さ
れ
る
こ
と

は
、
二
つ
の
ロ
ー
が
法
形
式
性
や
法
的
拘
束
力
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
っ
た
点
で
は
な
く
、
ル
ー
ル
の
義
務
遵
守
が
ど
れ
く
ら
い
促
進
さ
れ
て
い
る

の
か
、
促
進
さ
れ
る
力
が
働
い
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
の
点
で
二
つ
の
ロ
ー
を
一
つ
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
と
見
る
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）
国
際
金
融
基
準
の
遵
守
の
あ
り
方

Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
け
る
遵
守
促
進
は
、
基
準
自
体
が
ソ
フ
ト
な
性
質
で
あ
る
た
め
に
、
基
本
的
に
各
国
相
互
間
の
ピ
ア
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
に
よ
る
。
司
法
的
解

決
手
段
が
な
い
と
い
う
デ
メ
リ
ッ
ト
は
あ
る
が
、
金
融
分
野
に
お
い
て
は
、
変
化
に
対
応
で
き
る
柔
軟
な
遵
守
促
進
の
形
態
は
重
要
で
あ
る
。

三
二
三

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）
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確
か
に
、
条
約
に
よ
っ
て
規
律
す
る
場
合
、
法
形
式
性
は
高
く
な
り
司
法
的
解
決
に
も
資
す
る
し
、
そ
れ
以
外
に
も
遵
守
促
進
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
。

例
え
ば
条
約
を
締
結
し
た
後
、
義
務
に
違
反
し
た
国
が
あ
れ
ば
、
そ
の
国
は
将
来
の
合
意
の
際
に
、
同
じ
条
件
で
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る

と
い
う
「
評
判
（
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
）
の
喪
失
」
効
果）
（1
（

が
望
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
合
意
し
た
内
容
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
相
手
の
遵
守
も
期
待

で
き
な
い
と
い
う
相
互
主
義
の
点
か
ら
お
互
い
に
義
務
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
方
向
に
働
く
点
や
、
さ
ら
に
Ｗ
Ｔ
Ｏ
等
に
も
み
ら
れ
る
法
的
義
務
に
基
づ

く
報
復
措
置
（
リ
タ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
）
を
取
る
こ
と
な
ど
が
可
能
で
あ
る
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る）
（1
（

。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
遵
守
を
引
き
出
す
た
め
の
手
段
は
、
必
ず
し
も
実
効
的
に
機
能
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
や
相
互
主
義

は
、
評
判
を
喪
失
し
た
国
や
義
務
違
反
し
た
国
が
、
大
国
で
あ
れ
ば
影
響
力
が
大
き
す
ぎ
て
、
次
の
条
約
締
結
に
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（“too 

big to ignore”

）
と
い
う
問
題
が
あ
る）
（1
（

。
大
国
に
と
っ
て
は
、
違
反
の
選
択
肢
も
取
引
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
ま
た
リ
タ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

は
、
当
該
措
置
が
取
ら
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
必
ず
し
も
義
務
違
反
が
是
正
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

一
方
、
ソ
フ
ト
な
合
意
に
よ
る
と
、
代
表
や
手
続
の
形
式
性
は
な
く
、
迅
速
に
効
率
的
に
合
意
で
き
修
正
も
容
易
で
あ
る
。
合
意
の
一
部
だ
け
を
当
局

が
実
施
す
る
こ
と
も
で
き
、
合
意
が
な
さ
れ
た
あ
と
に
退
出
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
点
で
も
柔
軟
に
機
能
す
る）
（1
（

。
金
融
分
野
は
合
意
当
初
の
環
境
か
ら

目
ま
ぐ
る
し
く
環
境
が
変
わ
り
う
る
。
新
し
い
問
題
が
生
じ
た
場
合
、
各
国
は
そ
れ
ぞ
れ
の
判
断
で
新
し
い
規
制
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
特
定
の
規
制
に

つ
き
規
制
当
局
間
で
の
調
整
を
行
っ
て
新
た
な
基
準
の
核
と
な
る
部
分
を
形
成
し
て
い
く
と
い
っ
た
柔
軟
性
が
必
要
で
あ
る
。

（
5
）
市
場
規
律
に
よ
る
遵
守
促
進

こ
れ
ら
の
ソ
フ
ト
な
合
意
に
は
、
国
家
か
ら
の
で
は
な
く
市
場
参
加
者
か
ら
の
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
効
果
を
望
む
こ
と
が
で
き
る）
11
（

。
金
融
に
関
わ
る
ア

ク
タ
ー
は
、
国
家
、
国
際
組
織
、
非
政
府
組
織
、
会
社
や
投
資
家
等
の
市
場
参
加
者
と
様
々
で
あ
る
が
、
一
般
に
市
場
参
加
者
の
支
持
を
受
け
な
け
れ

ば
、
そ
の
国
で
の
金
融
市
場
や
金
融
取
引
は
後
退
す
る
。
市
場
参
加
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
国
が
金
融
安
定
の
価
値
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
ど

の
程
度
実
現
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
重
要
で
あ
り
、
恣
意
的
な
合
意
か
ら
の
離
脱
は
、
市
場
参
加
者
か
ら
の
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
を
免
れ

な
い
。
こ
の
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
が
毀
損
し
て
い
る
国
は
、
市
場
参
加
者
を
自
国
市
場
へ
呼
び
込
む
こ
と
が
難
し
く
な
る）
1（
（

。

三
二
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そ
し
て
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
を
恐
れ
る
国
家
は
、
市
場
規
律
と
し
て
、
市
場
参
加
者
が
要
望
す
る
国
際
基
準
を
遵
守
す
る
よ
う
に
誘
導
さ
れ
て

い
く）
11
（

。
例
え
ば
、
あ
る
国
内
で
情
報
公
開
に
関
す
る
法
律
が
定
め
ら
れ
た
場
合
、
市
場
参
加
者
は
取
得
す
る
情
報
が
ク
リ
ー
ン
に
な
っ
た
と
考
え
そ
の
国

へ
の
信
用
を
上
げ
、
そ
の
国
へ
の
投
資
を
増
や
し
、
そ
の
国
は
経
済
的
利
益
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
規
制
や
緩
和
が
（
投
資
家
が
考
え
る
）
国
際

標
準
で
な
い
場
合
、
投
資
家
は
他
の
国
と
状
況
を
比
較
し
投
資
対
象
を
決
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
国
が
国
際
標
準
を
充
た
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て

も
、
そ
の
国
内
の
会
社
は
自
身
へ
の
投
資
を
呼
び
込
む
た
め
投
資
家
が
要
望
し
て
い
る
国
際
標
準
に
合
わ
せ
る
よ
う
と
努
力
し
て
い
く
。
一
九
九
七
─

二
〇
〇
一
年
の
間
に
、
バ
ー
ゼ
ル
規
制
に
合
意
し
て
い
な
い
Ｇ
10
メ
ン
バ
ー
国
の
銀
行
の
資
本
水
準
を
調
査
し
た
研
究
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
国
の
銀
行

資
本
水
準
は
、
バ
ー
ゼ
ル
規
制
で
要
求
さ
れ
た
水
準
を
充
た
し
て
い
た
と
い
う
結
果
が
あ
る）
11
（

。
こ
の
事
実
も
市
場
規
律
が
働
い
た
結
果
と
み
る
こ
と
が
で

き
る）
11
（

。
市
場
参
加
者
に
よ
っ
て
、
国
際
基
準
が
市
場
参
加
者
の
富
を
最
大
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
と
、
各
国
に
は
そ
れ
ら
を
遵
守
す
る
よ
う
市

場
か
ら
の
誘
導
圧
力
が
か
か
る
。
国
際
基
準
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
と
見
な
さ
れ
た
場
合
、
市
場
参
加
者
は
そ
の
国
の
市
場
か
ら
離
れ
当
該
国
の
経
済
的
利

益
は
減
少
す
る
。
こ
の
よ
う
な
市
場
規
律
は
、
規
制
当
局
が
特
定
の
規
制
基
準
に
合
意
し
て
い
る
か
否
か
に
関
係
な
く
作
用
し
て
い
る）
11
（

。
国
家
は
自
国
の

経
済
的
利
益
を
得
る
た
め
に
、
国
際
基
準
に
合
わ
せ
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
な
る
。

Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
よ
う
に
ハ
ー
ド
ロ
ー
で
支
え
ら
れ
て
い
る
レ
ジ
ー
ム
も
あ
る
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
策
定
さ
れ
る
多
く
の
基
準
・
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
・
取
極
め
が
ソ
フ
ト
な
合
意
で
あ
る
。
条
約
で
あ
れ
ば
、
必
ず
し
も
義
務
の
遵
守
が
期
待
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
連
憲
章
も
独
裁
国
家
に

お
い
て
は
遵
守
さ
れ
な
い
し
、
京
都
議
定
書
の
制
裁
が
奏
功
し
な
い
中
、
Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
ブ
ラ
ッ
ク
リ
ス
ト
入
り
に
よ
る
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
効
果
は
、
実

効
性
を
持
っ
て
い
る
。
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
は
、
最
大
限
の
経
済
的
利
益
を
得
ら
れ
な
く
な
る
こ
と
に
つ
な
が
る
。
こ
の
よ
う
に
経
済
的
利
益
が

遵
守
促
進
と
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
変
化
に
柔
軟
に
対
応
で
き
る
ソ
フ
ト
な
合
意
が
よ
り
重
要
と
な
る
。
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3　

金
融
の
安
定
の
価
値
と
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
基
準

（
1
）
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
基
準
設
定
の
経
緯

次
に
、
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
に
対
す
る
具
体
的
な
国
際
基
準
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
一
九
九
九
年
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
界
銀
行
は
、「
基
準
と
規
則
イ
ニ

シ
ア
チ
ブ
（
Ｓ
Ｃ
Ｉ
）」
を
立
ち
上
げ
、
金
融
諸
分
野
を
一
二
の
分
野
に
分
け
て
国
際
基
準
を
確
認
し
た
。
同
年
Ｆ
Ｓ
Ｆ
は
、
上
記
一
二
の
分
野
に
つ
い

て
、「
金
融
シ
ス
テ
ム
の
健
全
性
の
た
め
に
不
可
欠
の
一
二
の
基
準
」（
一
二
の
国
際
基
準
）
を
設
定
し
た）
11
（

。
一
二
の
分
野
の
一
つ
で
あ
る
通
貨
・
金
融
政

策
の
透
明
性
の
分
野
は
、「
金
融
政
策
の
透
明
性
に
つ
い
て
の
良
い
慣
行
に
関
す
る
コ
ー
ド
（
以
下
コ
ー
ド
）」）
11
（

が
設
定
さ
れ
た
。
二
〇
〇
八
年
に
は
、
Ｉ

Ｍ
Ｆ
・
Ｆ
Ｓ
Ｆ
か
ら
の
Ｇ
20
財
務
省
・
中
央
銀
行
総
裁
会
議
宛
の
共
同
書
簡
で
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
Ｆ
Ｓ
Ｆ
の
役
割
分
担
が
明
ら
か
に
さ
れ）
11
（

、「
国
内
当
局
が
実

施
す
る
金
融
政
策
を
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
、
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
、
四
条
協
議
を
通
し
て
評
価
す
る
」
責
務
を
負
う
の
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
さ
れ
た
。

コ
ー
ド
は
、
一
九
九
九
年
九
月
に
Ｉ
Ｍ
Ｆ
Ｃ
（
国
際
通
貨
基
金
委
員
会
）
の
前
身
で
あ
る
暫
定
委
員
会
に
よ
り
採
択
さ
れ
た
。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
Ｃ
は
、
各
Ｉ
Ｍ

Ｆ
理
事
選
出
母
体
か
ら
一
名
ず
つ
選
出
さ
れ
た
二
四
名
の
委
員
（
大
臣
ク
ラ
ス
又
は
代
理
）
か
ら
構
成
さ
れ
る
が
、
コ
ー
ド
の
内
容
は
、
国
際
決
済
銀

行
、
中
央
銀
行
、
各
国
金
融
当
局
、
地
域
的
組
織
な
ど
の
代
表
、
選
ば
れ
た
学
識
経
験
者
等
と
の
協
議
を
経
て
策
定
さ
れ
た
も
の
で
法
形
式
的
に
は
ソ
フ

ト
な
性
質
で
あ
る
。

コ
ー
ド
は
、
中
央
銀
行
の
役
割
・
責
任
や
金
融
政
策
実
施
の
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
示
し
た
も
の
で
、
中
央
銀
行
に
よ
る
恣
意
的
な
行
動
を
抑
制

し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
金
融
の
安
定
に
貢
献
さ
せ
る
の
が
目
的
で
あ
る
。
コ
ー
ド
は
、
四
つ
の
部
分
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
第
一
に
、
目
的
・
役
割
の
明
確

化
と
独
立
性
（
当
局
者
の
地
位
の
独
立
も
含
む
）
の
確
保
で）
11
（

、
第
二
に
、
金
融
政
策
決
定
事
項
の
説
明
責
任
と
透
明
性
の
確
保
、
第
三
に
、
金
融
政
策
に

関
す
る
デ
ー
タ
の
開
示
義
務
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
第
四
に
、
中
央
銀
行
の
公
的
機
関
（
国
会
等
）
へ
の
説
明
責
任
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
。
四
部
す

べ
て
が
透
明
性
確
保
に
関
す
る
内
容
で
あ
り
、
金
融
政
策
分
野
に
お
い
て
は
、
透
明
性
の
確
保
が
金
融
の
安
定
の
第
一
条
件
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

三
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（
2
）
現
代
の
通
貨
主
権
の
性
質
と
そ
の
行
使
の
あ
り
方

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
中
央
銀
行
に
よ
る
金
融
政
策
の
決
定
や
実
施
の
権
限
は
、
国
家
の
主
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
仮
に
当
該
権
限
が
国

際
金
融
基
準
に
制
約
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
国
家
の
主
権
に
基
づ
く
自
由
な
決
定
権
は
失
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
よ
る
と
、
通
貨
主
権
は
純
粋
に
実
証
的
な
概
念
で
あ
り
、
ま
た
金
融
に
関
す
る
形
式
的
な
国
家
の
権
能
を
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
に
並

べ
た
だ
け
の
静
的
な
概
念
と
し
て
分
析
さ
れ
て
き
た）
11
（

。
こ
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
・
金
融
統
合
か
ら
生
じ
る
国
際
的
な
法
的
・
経

済
的
制
約
に
よ
り
、
通
貨
主
権
の
カ
タ
ロ
グ
の
う
ち
い
ず
れ
が
守
ら
れ
て
い
て
い
ず
れ
が
失
わ
れ
た
の
か
を
議
論
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う）
1（
（

。

コ
ー
ド
に
よ
っ
て
権
限
が
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
、
主
権
の
退
廃
と
し
て
し
か
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
な
お
こ
の
よ
う
な
問
題
は
、
必
ず
し
も
金
融
分

野
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
近
年
様
々
な
分
野
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
主
権
の
委
譲
の
根
拠
を
レ
ジ
ー
ム
の
基
本
条
約
等
に
求
め
る
議
論
が
あ
る
。
欧
州
中
央
銀
行
（
Ｅ
Ｃ
Ｂ
）
へ
の
参
加
国
は
、EU

基

本
条
約
へ
の
合
意
に
よ
り
通
貨
主
権
の
Ｅ
Ｃ
Ｂ
へ
の
移
譲
を
合
意
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
加
盟
国
は
、
通
貨
・

金
融
に
関
す
る
主
権
の
制
約
を
合
意
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
通
貨
主
権
を
静
的
な
概
念
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
規
範
的
な
価
値
を
も
っ
た
、
動
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
必
要
が
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
目

ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
金
融
状
況
に
も
対
応
で
き
る）
11
（

。S. Besson
は
、
主
権
一
般
の
概
念
を
「
本
質
的
に
論
争
的
な
概
念
」
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
規
範
的
な
価
値
を
も
っ
た
動
的
な
概
念
と
し
て
明
ら
か
に
し
た）
11
（

。
本
質
的
に
論
争
的
な
概
念
と
は
、
規
範
的
な
基
準
を
表
し
、
状
況
に
お
い
て

そ
の
コ
ン
セ
プ
シ
ョ
ン
や
正
し
い
適
用
に
不
一
致
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
概
念
で
あ
る）
11
（

。
例
え
ば
、「
芸
術
作
品
」「
民
主
主
義
」
な
ど

の
価
値
的
な
概
念
は
、
記
述
的
な
概
念
と
比
べ
て
、
時
代
や
状
況
に
よ
っ
て
概
念
は
変
化
し
、
本
質
的
に
論
争
が
絶
え
る
こ
と
が
な
い
概
念
で
あ
る）
11
（

。
通

貨
主
権
は
、
国
家
主
権
の
概
念
に
含
ま
れ
、
本
質
的
に
論
争
的
な
概
念
で
あ
る
と
い
え
、
規
範
的
な
価
値
を
も
ち
動
的
な
概
念
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き

る
）
11
（

。で
は
通
貨
主
権
の
規
範
的
価
値
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
主
権
の
所
在
（locus

）
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
に
関
わ
っ
て
い
る）
11
（

。
例
え
ば
、
通
貨
主
権
が
国
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王
の
大
権
と
さ
れ
て
い
た
時
代
で
あ
れ
ば
、
国
王
に
力
の
所
在
が
あ
り
、
国
王
の
価
値
が
そ
の
価
値
と
な
る
。
民
主
主
義
国
家
で
あ
れ
ば
、
国
民
（
主
権

者
）
に
そ
の
所
在
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
民
主
国
家
の
主
権
者
か
ら
授
権
さ
れ
た
政
府
は
、
そ
の
権
限
を
自
由
に
行
使
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
民
主
主
義
国
家
の
授
権
行
為
は
社

会
契
約
で
あ
る
た
め
、
政
府
は
主
権
者
に
対
し
て
、
権
限
授
権
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
価
値
の
達
成
に
向
け
て
真
摯
に
取
組
む
責
任
が
発
生
す
る）
11
（

。
こ
れ

ら
の
価
値
が
、
そ
の
と
き
の
通
貨
主
権
の
規
範
的
価
値
を
決
め
る
。
こ
れ
は
政
治
経
済
的
状
況
の
変
化
に
適
応
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
動
的
な
も
の
で

あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
通
貨
主
権
は
内
在
す
る
価
値
に
適
し
た
形
で
行
使
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

（
3
）
通
貨
主
権
の
現
代
的
価
値

で
は
、
現
代
の
通
貨
主
権
に
内
在
す
る
価
値
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
ブ
レ
ト
ン
ウ
ッ
ズ
体
制
崩
壊
か
ら
、
様
々
な
金
融
危
機
の
経
験
を

経
て
Ｉ
Ｆ
Ａ
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
意
義
は
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
参
加
す
る
国
々
が
「
国
際
金
融
の
安
定
」
と
い
う
価
値
の
達
成
を
求
め
て
い
る
こ
と
に
あ
る
と

い
え
る
。
そ
し
て
、
金
融
政
策
に
限
ら
ず
、「
国
際
金
融
の
安
定
」
に
第
一
に
必
要
な
の
は
透
明
性
の
確
保
で
あ
る）
11
（

。
仮
に
国
家
が
そ
の
価
値
達
成
へ
と

向
か
わ
せ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
国
民
の
通
貨
主
権
を
侵
害
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
同
時
に
、
政
府
の
当
該
権
限
行
使
に
対
す
る
正
統
性
も
損
な

わ
れ
る
こ
と
に
な
る）
11
（

。

確
か
に
、
個
々
の
国
家
で
何
が
金
融
の
安
定
か
の
捉
え
方
は
異
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
特
定
の
権
限
の
行
使
に
よ
り
金
融
の
安
定
を
危
機
に

さ
ら
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
共
通
認
識
を
も
っ
て
お
り
、
国
際
社
会
は
金
融
危
機
の
予
防
（
透
明
性
の
確
保
）
に
合
意
し
て
い
る）
1（
（

。
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
四
条

一
項
は
そ
れ
を
反
映
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
共
通
の
認
識
に
お
い
て
、
国
家
は
そ
の
認
識
に
含
ま
れ
る
価
値
を
協
力
し
て
達
成
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。（

4
）
コ
ー
ド
の
遵
守
促
進
の
取
組
み

こ
の
コ
ー
ド
は
、
司
法
的
解
決
制
度
を
備
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
コ
ー
ド
の
遵
守
を
促
進
さ
せ
る
仕
組
み
が
重
要
と
な
る
。
以
下
、
コ
ー
ド
の

具
体
的
な
実
施
評
価
や
遵
守
促
進
の
仕
組
み
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
検
討
す
る
。
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Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
第
二
次
改
正
後
か
ら
、
加
盟
国
が
秩
序
あ
る
為
替
相
場
制
度
を
確
保
し
、
安
定
し
た
為
替
相
場
制
度
を
促
進
す
る
た
め
の
義

務
を
定
め
、
加
盟
国
の
義
務
遵
守
を
監
督
し
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
求
め
が
あ
れ
ば
協
議
を
す
る
、
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
（
四
条
協
議
）
を
実
施
し
て

い
る
（
一
九
七
七
年
決
定
）。
そ
の
後
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
理
事
会
は
、
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
後
の
二
〇
〇
七
年
に
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
四
条
協
議
の
対
象
や
手
続
に

つ
い
て
定
め
た
「
加
盟
国
の
政
策
の
バ
イ
ラ
テ
ラ
ル
・
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
」
に
関
す
る
決
定
（
二
〇
〇
七
年
決
定
）
を
採
択
し
た
。
こ
の
決
定
に
基
づ
い

て
、
四
条
協
議
は
一
九
七
七
年
決
定
時
の
為
替
相
場
政
策
だ
け
で
な
く
、
財
政
金
融
政
策
お
よ
び
金
融
セ
ク
タ
ー
政
策
が
対
象
と
な
る
と
さ
れ
た）
11
（

。
こ
こ

で
金
融
政
策
も
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
の
対
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
協
定
四
条
に
定
め
ら
れ
る
義
務
は
、
抽
象
的
な
表
現
か
ら
な
り
、
条
約
に
よ
る
義
務
で
は
あ
る
も
の
の
、
極
め
て
穏
や
か
な
努
力
義
務
で
あ

る
）
11
（

。
義
務
違
反
に
対
す
る
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
制
裁
は
定
め
ら
れ
て
は
い
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
発
動
さ
れ
た
例
は
ほ
と
ん
ど
な
く
実
効
的
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
義
務
は
、
法
的
拘
束
力
が
な
い
ソ
フ
ト
な
義
務
と
し
て
運
用
さ
れ
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
監
視
手
続
を
通
じ
て
定
期
的
・
継
続
的
に
履
行
が
モ

ニ
タ
ー
さ
れ
補
完
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
あ
る）
11
（

。

し
か
し
二
〇
一
八
年
の
対
日
四
条
協
議
に
お
い
て
、
日
本
銀
行
が
期
待
イ
ン
フ
レ
率
を
高
め
る
明
確
な
フ
ォ
ワ
ー
ド
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
行
う
こ
と
や
、
さ

ら
に
強
化
さ
れ
た
金
融
政
策
の
枠
組
み
の
必
要
性
を
指
摘
さ
れ
て
お
り）
11
（

、
金
融
政
策
の
詳
細
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
指
摘
し
て
い
る
。
指
摘
は
直
ち
に
是
正

さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
が
、
中
央
銀
行
は
自
身
の
政
策
の
正
当
性
に
つ
い
て
、
金
融
政
策
発
表
時
や
国
際
会
議
の
場
で
国
民
や
市
場
参
加
者
に
説

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
性
が
市
場
に
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
、
市
場
規
律
が
働
き
当
局
は
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
毀
損
を
免
れ
る
よ
う
行
動

す
る
こ
と
と
な
り
、
遵
守
誘
導
的
な
効
果
が
あ
る
。

ま
た
最
近
で
は
金
融
セ
ク
タ
ー
評
価
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
）
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
金
融
危
機
後
の
一
九
九
九
年
に
、

Ｆ
Ｓ
Ｆ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
Ｉ
Ｍ
Ｆ
と
世
界
銀
行
が
、
加
盟
国
に
よ
る
「
一
二
の
国
際
基
準
」
の
国
内
実
施
状
況
を
共
同
で
評
価
す
る
た
め
に
導
入
さ
れ

た
。
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
に
よ
り
国
内
実
施
状
況
を
評
価
し
国
内
実
施
が
不
十
分
で
あ
れ
ば
、
改
善
す
る
た
め
の
方
策
を
提
示
し
、
基
準
と
規
則
の
遵
守
に
関
す
る

レ
ポ
ー
ト
（
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
）
が
ま
と
め
ら
れ
る
。
遵
守
状
況
は
、
国
際
基
準
が
各
国
共
通
の
価
値
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
相
互
で
監
視
さ
れ
る）
11
（

。

三
二
九

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）
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三
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Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
・
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
は
、
金
融
市
場
が
注
目
し
て
お
り
深
刻
な
指
摘
が
あ
れ
ば
、
金
融
株
が
暴
落
す
る
な
ど
市
場
に
混
乱
を
も
た
ら
す
リ
ス
ク
が
あ

り
（
市
場
か
ら
の
レ
ピ
ュ
テ
ー
シ
ョ
ン
）、
ま
た
制
度
面
の
是
正
を
指
摘
さ
れ
た
場
合
、
将
来
に
わ
た
っ
て
審
査
を
要
求
さ
れ
る
点
で
対
象
国
に
と
っ
て

は
重
大
で
あ
る）
11
（

。

Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
は
発
足
当
初
、
任
意
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
〇
八
年
の
世
界
金
融
危
機
を
受
け
て
二
〇
〇
九
年
に
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
Ｓ
Ｃ
Ｉ

が
行
っ
た
二
〇
一
〇
年
の
改
革
で
、
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
の
報
告
は
Ｉ
Ｍ
Ｆ
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
へ
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
二
〇
一
一
年
に
は
Ｒ
Ｏ

Ｓ
Ｃ
を
同
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
へ
組
み
入
れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
是
正
の
法
的
義
務
の
な
い
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
・
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
が
、
義
務
化
さ
れ

規
範
的
効
果
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た）
11
（

。
二
〇
一
三
年
ま
で
に
は
、
日
本
を
含
む
「
シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
金
融
部
門
を
有
す
る
」
二
九
カ
国
が
、
五
年
に
一

度
の
審
査
に
つ
い
て
義
務
化
さ
れ
た
。

以
上
が
コ
ー
ド
の
実
施
評
価
と
遵
守
促
進
の
仕
組
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
実
際
に
中
央
銀
行
が
ど
の
よ
う
に
コ
ー
ド
の
い
う
透
明
性
確
保
の
措
置
を

行
っ
て
い
る
の
か
、
以
下
で
具
体
的
に
検
討
す
る
。

4　

中
央
銀
行
に
よ
る
コ
ー
ド
の
実
行

（
1
）
政
治
的
透
明
性
（
独
立
性
）
と
政
策
・
デ
ー
タ
の
透
明
性
確
保

ま
ず
コ
ー
ド
の
四
つ
の
部
分
か
ら
な
る
透
明
性
確
保
の
要
請
に
対
し
て
、
具
体
的
に
中
央
銀
行
が
ど
の
よ
う
な
措
置
を
実
行
し
て
い
る
の
か
み
る
。

コ
ー
ド
の
第
一
部
は
、
中
央
銀
行
が
政
府
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
（
コ
ー
ド1.1

）。
こ
れ
は
国
内
立
法
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
こ

と
が
必
要
が
あ
り
、
中
央
銀
行
総
裁
や
理
事
の
地
位
の
独
立
も
含
ま
れ
る
（
コ
ー
ド1.1.7

）。
以
下
は
、
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
前
の
中
央
銀
行
の

独
立
の
程
度
と
、
そ
の
後
の
比
較
で
あ
る
。
世
界
金
融
に
最
も
影
響
の
あ
る
、
日
本
・
米
国
・
Ｅ
Ｕ
・
英
国
の
四
つ
の
主
要
先
進
国
の
中
央
銀
行
を
例
に

す
る
【
表
1
】。

三
三
〇



三
三
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日
本
・
英
国
で
は
、
九
〇
年
代
後
半
に
入
っ
て
も
金
融
政
策
は
、
伝
統
的
に
政
府
の
専

権
事
項
か
、
密
室
に
よ
り
中
央
銀
行
と
協
議
の
上
で
決
定
す
る
と
い
う
慣
例
が
続
い
て
い

た
）
11
（

。
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
を
受
け
て
、
中
央
銀
行
の
独
立
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、

二
国
と
も
独
立
性
を
確
保
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
米
国
が
戦
後
か
ら
高
い
独
立
性
を
維

持
し
て
い
た
こ
と
は
、
米
国
の
金
融
市
場
で
の
地
位
や
影
響
力
と
、
金
融
危
機
に
よ
る
外

部
的
状
況
の
変
化
も
合
わ
さ
っ
て
、
他
の
主
要
国
に
よ
っ
て
米
国
の
高
い
独
立
性
を
ベ
ス

ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
と
し
て
認
識
さ
れ
始
め
た
結
果
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

次
に
コ
ー
ド
の
第
二
部
に
つ
い
て
、
コ
ー
ド2.1

は
、
中
央
銀
行
の
政
策
決
定
事
項

（
目
的
や
枠
組
み
）
や
そ
の
手
段
（
コ
ー
ド2.3

）
は
、
公
開
し
、
か
つ
説
明
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
し
て
い
る
（
説
明
責
任
）。
ま
た
政
策
に
つ
い
て
、
そ
の
目
的
の
達
成
状
況

を
定
期
的
に
公
開
す
る
よ
う
定
め
て
い
る
（
コ
ー
ド2.4

）。
第
三
部
は
、
デ
ー
タ
の
公
開

に
つ
い
て
定
め
て
い
る
。
中
央
銀
行
の
デ
ー
タ
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
基
準
と
一
致
す
る
形
で
、

即
時
に
か
つ
定
期
的
に
公
開
し
、
誰
も
が
利
用
で
き
る
状
態
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
し
て
い
る
（
コ
ー
ド3.1

、3.2

）。

【
表
2
】
の
詳
細
に
つ
い
て
、
ま
ず
声
明
文
と
は
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
決
定
内
容
の

概
要
や
全
文
を
記
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
中
央
銀
行
自
身
の
政
策
を
明
確
に
す
る
意

味
で
説
明
責
任
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
し
、
そ
れ
を
ど
の
程
度
公
開
す
る
か
否
か
で
政
策

の
透
明
性
と
も
関
わ
る
。
総
裁
記
者
会
見
は
、
総
裁
自
ら
が
国
民
な
い
し
市
場
参
加
者
に

向
け
て
政
策
を
説
明
す
る
場
で
あ
り
、
政
策
の
説
明
責
任
に
関
し
て
最
も
重
要
な
も
の
で

三
三
一

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）

中央銀行 90 年代後半の金融危機以前 90 年代後半の金融危機以後
日本銀行 大蔵省担当者が日本銀行担

当者に指示を出す形で決ま
る（事実上、「密室」）。政策
変更時にコメントは出され
るが、決定過程は非公表。

日本銀行法改正（1998 年施
行）され、中央銀行が政策
決定する。独立性を確保。

米連邦準備制度理事会
（FRB）

1951 年財務省とＦＲＢとの
合意により独立性を確保。

欧州中央銀行（ECB） 1998 年発足から独立性確保。
イングランド銀行

（BOE）
金融政策の決定は財務省の
管轄。

1997 年に誕生したブレア政
権 の ブ ラ ウ ン 財 務 相 が、
BOE に金融政策の決定権を
移す大改革を行う（独立性
確保）。

【表 1】
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二

あ
る
。
主
要
先
進
国
の
中
央
銀
行
総
裁
の
記
者
会
見
は
通
常
英
語
で
行
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
文
章
の
形
で
公
開
す
る
措
置
が
ト
ラ
ン
ス
ク
リ
プ
ト
の
公
開

で
あ
る
。
記
者
会
見
の
内
容
を
わ
か
り
や
す
く
し
、
自
国
だ
け
で
な
く
全
世
界
の
市
場
参
加
者
に
対
す
る
説
明
責
任
を
補
完
す
る
も
の
で
あ
る
。
議
事
録

は
、
金
融
政
策
決
定
会
合
で
の
議
事
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
声
明
文
よ
り
も
詳
細
に
政
策
決
定
過
程
を
公
開
す
る
こ
と
で
、
政
策
の
透
明
性
に
貢
献
す

る
も
の
で
あ
る
。
要
旨
だ
け
を
公
表
す
る
の
か
、
全
文
を
公
表
す
る
の
か
で
透
明
性
確
保
に
向
け
た
取
組
み
の
程
度
が
わ
か
る
。

四
中
央
銀
行
と
も
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
を
受
け
て
、
コ
ー
ド
第
二
・
第
三
部
に
該
当
す
る
措
置
を
大
幅
に
実
行
し
て
い
る
。【
表
2
】
の
（
2
）

の
各
中
央
銀
行
の
措
置
は
、
九
〇
年
代
後
半
の
金
融
危
機
以
前
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
同
金
融
危
機
を
受
け
て
、
導
入
さ
れ
始
め
た
も
の
が
（
2
）
の

措
置
で
あ
る
。
そ
し
て
二
〇
〇
八
年
以
降
は
、
世
界
金
融
危
機
を
受
け
て
国
際
社
会
が
国
際
金
融
の
安
定
確
保
に
一
層
動
き
出
し
た
時
期
で
も
あ
っ
た
。

【
表
2
】
の
（
3
）
の
措
置
で
は
、（
2
）
の
措
置
よ
り
さ
ら
に
政
策
や
デ
ー
タ
の
公
開
性
が
高
く
な
り
、
説
明
責
任
の
場
を
多
く
確
保
す
る
よ
う
に
な
っ

た
。
四
中
央
銀
行
と
も
、
政
策
・
デ
ー
タ
の
公
開
の
方
法
や
、
政
策
説
明
の
場
の
回
数
（
記
者
会
見
の
回
数
）
な
ど
が
一
致
し
て
い
る
の
が
わ
か
る）
11
（

。

コ
ー
ド
に
あ
る
透
明
性
確
保
の
、
さ
ら
に
い
え
ば
国
際
金
融
の
安
定
に
向
か
わ
せ
る
国
際
的
な
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
こ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
措
置
は
、
中
央
銀
行
が
市
場
参
加
者
と
の
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
で
透
明
性
を
高
め
、
安
定
的
な
金
融
政
策
へ
と
つ
な

げ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る）
1（
（

。
市
場
と
の
対
話
に
よ
っ
て
透
明
性
を
高
め
る
こ
と
を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
と
呼
ぶ
が
、
現
在
金
融
政
策
の
透
明

性
を
い
か
に
し
て
確
保
す
る
の
か
と
い
う
命
題
は
、
市
場
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
ど
の
よ
う
に
取
る
の
か
と
い
う
方
法
で
模
索
さ
れ
て
い
る
。
時

間
軸
政
策
や
フ
ォ
ワ
ー
ド
ガ
イ
ダ
ン
ス
も
同
じ
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
で
あ
り）
11
（

、
こ
れ
ら
の
政
策
は
各
中
央
銀
行
と
も
一
様
に
採
用
し
て
お
り
、

国
際
的
な
透
明
性
確
保
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
2
）
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

近
年
、
国
際
的
な
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
会
議
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
討
論
会
等
）
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
注
目
を
集
め
て
い
る）
11
（

。
金
融
に
関
す
る

議
論
を
行
う
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
、
中
央
銀
行
総
裁
等
を
含
む
ハ
イ
レ
ベ
ル
な
中
央
銀
行
ス
タ
ッ
フ
が
出
席
し
、
自
身
の
政
策
説
明
や
今
後
取
ろ

う
と
考
え
て
い
る
政
策
の
示
唆
を
行
う
こ
と
で
、
世
界
の
市
場
参
加
者
に
向
け
て
、
よ
り
明
確
に
政
策
意
図
を
発
信
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の

三
三
二
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三
三
三

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）

（1）中央銀行 （2）90 年代後半の金融危機
を受けての措置

（3）世界金融危機（2008 年）
を受けて現在までの措置

日本銀行 ・声明文：政策金利が変更
されるときのみコメント
のみ公表。

・総裁記者会見：月 1 回。
・会見のトランスクリプト：

要旨のみ公表。
・議事録：要旨のみ公表
（1 ヶ月後）。

・声明文：公表。
・総裁記者会見：年 8 回。
・動画配信：あり。
・会見のトランスクリプト：

要旨のみ公表。
・議事録：要旨公表（1 ヶ月

後）、全文公表（10 年後）

米連邦準備制度理事会
（FRB、金融政策の決
定は FOMC）

・声明文：公表。
・議長記者会見：なし。
・議事録：要旨公表（3 週間

後）。全文公表（5 年後）。

・声明文：公表。
・議長記者会見：年 8 回。
・動画配信：あり。
・会見のトランスクリプト：

全文公表。
・議事録：要旨公表（3 週間

後）、全文公表（5 年後）。
ドットプロット：公表（54）。

欧州中央銀行（ECB） ・声明文：公表なし。
・総裁記者会見：年 8 回。
・動画配信：あり。
・会見のトランスクリプト：

全文即日公表。
・議事録：公表なし。

・声明文：公表。
・総裁記者会見：年 8 回。
・動画配信：あり。
・会見のトランスクリプト：

全文即日公表。
・議事録：全文公表（1 ヶ月

後）
イングランド銀行

（BOE）
・声明文：政策金利が変更

されるときのみコメント
のみ公表。

・総裁記者会見：インフレー
ションリポートが公表さ
れる会合のみ（年 4 回）。

・動画配信：あり。
・議事録：要旨のみ公表（2

週間後）。

・声明文：公表。
・総裁記者会見：年 8 回。
・動画配信：あり。
・議事録：要旨公表（2 週間

後）、全文公表（1 ヶ月
後）。

【表 2】



三
三
四

よ
う
な
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
中
央
銀

行
が
市
場
参
加
者
に
向
け
説
明
責
任
を
果
た
し
、
以
て
政
策
の
透
明
性
を

確
保
す
る
効
果
が
あ
る
。

【
表
3
】
は
、
主
な
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
会
議
）
の
一
覧
と
そ
の
内
容

で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
の
中
央
銀
行
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
会
議
は
、
Ｅ

Ｃ
Ｂ
主
催
で
開
催
さ
れ
、
各
中
央
銀
行
の
政
策
の
伝
え
方
に
つ
い
て
説
明

を
し
た
も
の
だ
が
、
主
要
中
央
銀
行
の
総
裁
が
出
席
し
た
こ
と
で
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

ジ
ャ
ク
ソ
ン
ホ
ー
ル
会
議
は
、
長
い
歴
史
を
持
つ
が
二
〇
〇
八
年
の
世

界
金
融
危
機
以
降
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
一
層
重
要
性
を

増
し
て
い
る
。
二
〇
一
〇
年
の
会
議
で
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
バ
ー
ナ
ン
キ
議
長
が

量
的
緩
和
政
策
を
示
唆
し
そ
の
後
に
導
入
さ
れ
た
。
二
〇
一
四
年
の
会
議

で
も
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
ド
ラ
ギ
総
裁
が
金
融
緩
和
政
策
を
示
唆
し
そ
の
後
に
導
入

さ
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
一
六
年
の
会
議
で
は
、
Ｆ
Ｒ
Ｂ
イ
エ
レ
ン
議
長
が

早
期
利
上
げ
を
示
唆
し
そ
の
後
実
施
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
政
策
を
実
施
す
る
前
に
、
国
際
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
お
い
て
将

来
実
施
し
よ
う
と
考
え
る
政
策
を
示
唆
し
あ
る
い
は
説
明
を
し
て
そ
の
後

実
施
す
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
市
場
参
加

者
の
動
揺
を
減
ら
し
政
策
の
透
明
性
確
保
に
貢
献
し
て
い
る
。
中
央
銀
行

三
三
四

フォーラム名 International 
Research Forum

Joint ECB & Fed 
conference

中央銀行コミュニ
ケーション会議

ジャクソンホール
会議

開催年度 2002 年─ 2012 年 2012 年 2017 年 1982 年 ─ 2019 年
現在

目的 金融政策と関連す
る技 術 的・経 験
的なマクロ経済問
題の積極的な議
論を促進する。

ECB・FRBの金融
当 局 者 や 学 者、
専門家によるマク
ロ経済に関する幅
広い議論を促 進
すること。

中央銀行が発す
るメッセージが政
策の効果と評判に
どのような影響を
与えるかについて
パネル討論会。

主要国の中央 銀
行幹部らが参加し
て経済政策を討
議する。テーマは
毎回異なり、2018
年は「変化する市
場構造と金融政
策への影響」。

参加者・
報告者

ECB・FRBの当局
者、学者、専門家。

EU 各国の中央銀
行総裁、米連銀総
裁（FOMC メンバ 
ー）など。

ドラギ 総 裁（EC 
B）、カーニー総裁

（BOE）、黒田総裁
（日本銀行）、イエ
レン議長（FRB）。

ドラギ総裁、カー
ニー総 裁、 黒田
総裁、イエレン議
長。

【表 3】



三
三
五

が
政
策
決
定
時
に
、
新
た
な
政
策
を
突
然
公
表
す
る
こ
と
は
、
市
場
の
動
揺
が
大
き
く
な
り
安
定
を
損
な
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
、
市
場
参
加
者
の
政
策
内
容
に
関
す
る
予
測
可
能
性
は
担
保
さ
れ
、
市
場
の
動
揺
を
抑
え
る
こ
と
に
つ
な
が
る）
11
（

。
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
世
界
金
融
危
機
以
降
、
慣
行
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
【
表
3
】。

5　

お
わ
り
に

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
い
て
、
中
央
銀
行
の
金
融
政
策
に
対
す
る
規
律
は
、
ベ
ス
ト
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス
を
基
に
し
た
国
際
基
準
の
設
定
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
当
該
基
準
は
、
法
形
式
的
に
は
ソ
フ
ト
な
性
質
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
は
具
体
的
で
あ
り
規
範
的
で
あ
る
。
Ｉ
Ｆ
Ａ
で
策
定
さ

れ
る
基
準
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
、
そ
の
他
取
極
め
は
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
い
わ
ゆ
る
ソ
フ
ト
な
合
意
か
ら
成
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と

ハ
ー
ド
ロ
ー
を
区
分
す
る
こ
と
で
、
金
融
秩
序
の
実
効
性
を
確
保
で
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
何
が
最
適
な
規
範
か
と
い
う
視
点
で
、
ソ
フ
ト
ロ
ー
と
ハ
ー

ド
ロ
ー
は
ひ
と
つ
の
ス
ペ
ク
ト
ラ
ム
と
し
て
考
え
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

他
方
で
、
問
題
点
と
し
て
ソ
フ
ト
な
合
意
も
、
恣
意
的
な
離
脱
が
な
さ
れ
る
場
合
は
、
デ
メ
リ
ッ
ト
と
な
り
う
る
し
、
ま
た
遵
守
促
進
に
つ
い
て
、
Ｆ

Ｓ
Ａ
Ｐ
に
情
報
を
提
供
す
る
の
は
当
局
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
の
情
報
が
正
確
な
も
の
な
の
か
否
か
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
側
は
判
断
で
き
な
い
。
当
局
が
情
報
収

集
す
る
に
当
た
っ
て
は
多
額
の
費
用
を
必
要
と
す
る
た
め
政
治
的
決
定
に
も
左
右
さ
れ
て
し
ま
う
。
ま
た
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｐ
・
Ｒ
Ｏ
Ｓ
Ｃ
の
公
表
の
決
定
は
、

（
一
部
を
除
く
）
被
査
察
国
に
決
定
権
が
あ
る
た
め
、
あ
え
て
自
国
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
情
報
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
国
は
少
な
い）
11
（

。
今
後
こ
れ
ら
の
課
題

に
ど
の
よ
う
に
対
処
で
き
る
か
に
よ
っ
て
Ｉ
Ｆ
Ａ
に
お
け
る
規
律
の
実
効
性
は
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

ま
た
実
際
に
中
央
銀
行
は
、
透
明
性
確
保
の
様
々
な
努
力
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
は
、
金
融
危
機
を
経
験
す
る
ご
と
に
強
化
さ
れ
て
き
た
。

確
か
に
、
中
央
銀
行
が
コ
ー
ド
に
示
さ
れ
た
「
規
範
」
の
内
容
を
受
け
、
直
接
的
に
政
策
実
施
に
よ
っ
て
具
体
化
し
た
と
い
う
関
係
に
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
各
中
央
銀
行
が
実
行
し
た
措
置
と
し
て
挙
げ
た
例
は
、
コ
ー
ド
の
要
請
し
た
趣
旨
に
即
し
た
結
果
と
な
っ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き

三
三
五

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）



三
三
六

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
措
置
を
実
行
す
る
に
あ
た
っ
て
、
命
令
と
実
行
が
直
接
の
因
果
関
係
に
至
ら
な
く
て
も
、
様
々
な
遵
守
圧
力
に
よ
り
帰
結
す
べ
き
目

標
へ
と
誘
導
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
量
で
き
、
残
っ
た
実
証
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
と
す
る
。

（
1
）Barry Eichengreen,T

ow
ard a new

 international financial architecture:a practical post-A
sia agenda 

（Peterson Institute for International 
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） 

の
中
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て
い
る
。

（
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3
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ndrew
 Crocket,“Lessons from

 the A
sian Crisis” in Joseph R Bisignano,W

illiam
 C H

unter,and George C K
aufm

an 

（eds

）,G
lobal Financial  

Crisis:Lessons from
 R

ecent E
vents （K

luw
er A

cadem
ic Pub,N

ow
rw

ell M
A

 2000

） p.7.

（
4
）Christian T

ietje,“T
he International Financial A

rchitecture as a Legal O
rder,” G

erm
an Y

earbook of International Law
 vol 54 （2011

） p.12.

（
5
）
こ
れ
ま
で
の
Ｇ
20
の
声
明
は
も
ち
ろ
ん
、
直
近
の
二
〇
一
九
年
六
月
二
八
・
二
九
日
の
Ｇ
20
大
阪
サ
ミ
ッ
ト
の
声
明
で
も
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
い

う
国
際
金
融
の
安
定
と
は
、
具
体
的
に
は
、
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
（
信
用
秩
序
の
維
持
）
を
図
る
こ
と
が
主
要
目
的
で
あ
る
、
国
際
金
融
シ
ス
テ
ム
の
安
定
に

は
、
金
融
仲
介
機
能
や
決
済
機
能
の
担
い
手
で
あ
る
金
融
機
関
が
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
遂
行
に
伴
う
リ
ス
ク
を
適
切
に
管
理
し
、
安
定
的
に
経
営
を
行
う
こ
と
が
重
要

で
あ
り
（
日
銀H

P

）、
こ
れ
ら
の
リ
ス
ク
を
予
防
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
金
融
危
機
に
つ
な
が
る
リ
ス
ク
を
排
除
し
、
安
定
し
た
金
融
シ
ス
テ
ム
環
境
を
維
持
す
る

こ
と
で
世
界
経
済
を
円
滑
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

（
6
）
神
田
眞
人
『
金
融
規
制
と
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』（
財
経
詳
報
社
、
二
〇
一
八
年
）
ⅶ
頁
。

（
7
）
同
上
書
、
二
六
頁
。

（
8
）M

ario Giovanoli,“T
he Reform

 O
f T

he International Financial A
rchitecture A

fter T
he Global Grisis,” N

ew
 Y

ork U
niversity journal of 

international law
 &

 politics 42 （2009

）,p.100.

（
9
）
日
本
銀
行
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ
よ
り
。<https://w

w
w

.boj.or.jp/finsys/outline/index.htm
/> accessed on 31 July 2019.

（
10
）Claus D
.Zim

m
erm

ann,A
 Contem

porary Concept of M
onetary Sovereignty （O

xford U
P,2013

） p.201.

（
11
）Chris Brum

m
er,Soft Law

 A
nd T

he G
lobal Financial System

─R
ule M

aking In T
he 21st Century 2nd E

d （Cam
bridge U

P,2015

） p.122.

（
12
）Ibid,p.121.

（
13
）A

bram
 Chayes and A

ntonia H
andler Chayes,T

he N
ew

 Sovereignty 

（H
arvard U

P,1995

） p.113.

邦
語
訳
に
宮
野
洋
一
監
訳
『
国
際
法
遵
守
の
管

理
モ
デ
ル
─
新
し
い
主
権
の
あ
り
か
た
─
』（
中
央
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
八
年
）
三
〇
八
頁
。

（
14
）Ibid,p.123.

三
三
六



三
三
七

（
15
）Brum

m
er,supra note 11,p.181.

（
16
）A

ndrew
 T

.Guzm
an,H

ow
 international law

 w
orks:A

 rational choice theory 

（2008

） p.38;Rachel Brew
ster,“Reputation in International 

Relations and International Law
 T

heory,” in Jeffrey L.D
unoff and  M

ark A
.Pollack 

（eds

） Interdisciplinary Perspectives on International 
Law

 and International Relations

─T
he State of the A

rt （Cam
bridge U

P,2013

） p.527.

（
17
）Brum

m
er,supra note 11,p.127.

（
18
）Ibid,p.128.

（
19
）Ibid,p.129.

（
20
）Ibid,p.145.

（
21
）Ibid,p.146.

（
22
）Ibid,p.148.

（
23
）D

anial K
.T

arullo,Banking on Basel:T
he future of international financial regulation （Peterson Inst for Intl Econom

ics,2008

） p.142.

（
24
）Brum

m
er,supra note 11,p.150.

（
25
）Brum

m
er,supra note 11,p.150.

（
26
）
上
川
孝
夫
・
藤
田
誠
一
『
現
代
国
際
金
融
論
（
第
四
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
二
八
九
頁
。

（
27
）Code of Good Practices on T
ransparency in M

onetary and Financial Policies:D
eclaration of Principles by IM

F.<https://w
w

w
.im

f.org/
external/np/m

ae/m
ft/code/index.htm

> accessed on 31 July 2019.

（
28
）IM

F and FSF Joint letter from
 D

om
inique Strauss-K

ahn,IM
F M

anaging D
irector,and M

ario D
raghi,FSF Chairm

an,to G-20 M
inisters 

and Governors （13 N
ovem

ber 2008

）.

（
29
）Geraats

は
、
独
立
性
は
政
治
的
透
明
性
に
分
類
さ
れ
、
透
明
性
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
い
る
。Petra M

.Geraats,“Central Bank T
ransparency,” T

he 
E

conom
ic Journal,V

ol.112  （2002

） pp.532.

（
30
）T

ullio T
reves,“M

onetary Sovereignty T
oday” in M

ario Giovanoli （ed

）,International M
onetary Law

:Issues for the N
ew

 M
illennium

 （O
xford  

U
P,2000

）;Rosa M
 Lastra,Legal Foundations of International M

onetary Stability （O
xford U

P,2006

）.

（
31
）Zim

m
erm

ann,supra note 10,p.8.

（
32
）Ibid,p.19.

な
お
、「
動
的
」
ま
た
は
「
静
的
」
と
は
、
通
貨
主
権
に
含
ま
れ
る
価
値
が
、
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
も
の
か
否
か
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
33
）Sam

antha Besson,”Sovereignty in Conflict,” E
uropean Integration online Papers,<http

://eiop.or.at/eiop/pdf/2004-015.pdf> accessed 31 
July 2019,pp.7

─16.

三
三
七

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）



三
三
八

（
34
）Ibid,p.6

─7.
（
35
）
こ
の
よ
う
な
具
体
例
は
、W

alter Bryce Gallie,Philosophy and the H
istorical U

nderstanding 

（Schocken Books,1964

）
に
お
て
横
断
的
に
紹
介
さ

れ
て
い
る
。

（
36
）Zim

m
erm

ann,supra note 10,p.20.

（
37
）Ibid,p.22.

（
38
）Ibid,p.23.

（
39
）Ibid,p.196.

（
40
）Ibid,p.23.

（
41
）Ibid,p.29.

（
42
）
中
川
淳
司
・
清
水
章
雄
『
国
際
経
済
法
（
第
二
版
）』（
有
斐
閣
、
二
〇
一
二
年
）
三
九
〇
頁
。

（
43
）
同
上
書
、
三
八
七
頁
。

（
44
）
同
上
書
、
三
八
八
頁
。

（
45
）
柏
瀬
健
一
郎
、
服
部
孝
洋
、
千
田
正
儀
「「
Ｉ
Ｍ
Ｆ
の
対
日
四
条
協
議
」
に
つ
い
て
」『
シ
リ
ー
ズ
日
本
経
済
を
考
え
る
』（
財
務
総
合
政
策
研
究
所
、
二
〇
一
九
年
）

五
七
頁
。

（
46
）
上
川
・
藤
田
、
前
掲
書
、
二
九
〇
頁
。

（
47
）
神
田
、
上
掲
書
、
四
九
頁
。

（
48
）Zim

m
erm

ann,supra note 10,p.219.

（
49
）
翁
邦
雄
『
金
融
政
策
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
─
国
際
的
潮
流
と
非
伝
統
的
政
策
』（
日
本
評
論
社
、
二
〇
一
三
年
）
三
〇
頁
。

（
50
）
鈴
木
将
覚
「
中
央
銀
行
の
透
明
性
を
巡
る
論
点
整
理
〜
日
本
銀
行
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
の
評
価
に
向
け
て
〜
」『
み
ず
ほ
総
研
論
集
』（
二
〇
〇
六
年
）

二
〇
頁
。

（
51
）
米
当
局
の
事
実
上
の
金
融
政
策
見
通
し
に
な
っ
て
い
る
た
め
市
場
に
与
え
る
影
響
は
大
き
い
。

（
52
）
鈴
木
、
上
掲
論
文
、
一
九
頁
。

（
53
）
翁
、
前
掲
書
、
三
一
頁
。

（
54
）Bloom

berg

「
日
米
欧
英
の
中
央
銀
行
ト
ッ
プ
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
に
集
う

─
一
四
日
に
パ
ネ
ル
討
論
会
」（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
四
日
）。<https://w

w
w

.
bloom

berg.co.jp/new
s/articles/2017-11-14/O

ZE1IO
6S973F01> accessed on 31 July 2019.

（
55
）
注（
54
）
前
掲
記
事
（
二
〇
一
七
年
一
一
月
一
四
日
）「
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
サ
ッ
ク
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
中
央
銀
行
が
大
方
に
お
い
て
市
場
の

三
三
八



三
三
九

混
乱
を
回
避
し
て
い
る
と
評
価
し
て
い
る
。」

（
56
）Brum

m
er,supra note 11,p. 166.

（
本
学
大
学
院
法
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
籍
）

三
三
九

国
際
金
融
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
ー
に
お
け
る
金
融
政
策
に
対
す
る
国
際
規
制
の
態
様
（
坂
巻
）




